
議第１６号 

高島市水道事業給水条例等の一部を改正する条例案 

上記の議案を提出する。 

令和３年３月１日 

高島市長 福 井 正 明 

                                                                        

 

高島市水道事業給水条例等の一部を改正する条例 

 

 （高島市水道事業給水条例の一部改正） 

第１条 高島市水道事業給水条例（平成１７年高島市条例第２７２号）の一

部を次のように改正する。 

第１５条第１項中「に消費税および地方消費税率を乗じて得た額を加算

した額」を削る。 

第２５条第１項中「に消費税および地方消費税率を乗じて得た額を加算

した金額」を削り、同項第１号の表中「１２０，０００円」を「１３２，

０００円」に、「１８７，０００円」を「２０５，７００円」に、「２７

０，０００円」を「２９７，０００円」に、「４８０，０００円」を「５

２８，０００円」に、「７５０，０００円」を「８２５，０００円」に、

「１，６８７，０００円」を「１，８５５，７００円」に改める。 

第２７条中「に消費税および地方消費税率を乗じて得た額を加算した額 

」を削り、同条の表中「１，３００円」を「１，４３０円」に、「９０円

」を「９９円」に、「１００円」を「１１０円」に、「１３０円」を「１

４３円」に、「１５０円」を「１６５円」に、「１７０円」を「１８７円

」に、「１，４００円」を「１，５４０円」に、「２，３００円」を「２

，５３０円」に、「３，６００円」を「３，９６０円」に、「６，６００

円」を「７，２６０円」に、「１０，０００円」を「１１，０００円」に

、「２５，０００円」を「２７，５００円」に、「４６，０００円」を「

５０，６００円」に改める。 

 （高島市公共下水道使用料条例の一部改正） 

第２条 高島市公共下水道使用料条例（平成１７年高島市条例第２５９号）

の一部を次のように改正する。 

第７条中「に消費税および地方消費税率を乗じて加算した合計額」を削



る。 

  別表中「２，８００円」を「３，０８０円」に、「１６０円」を「１７

６円」に、「１７０円」を「１８７円」に、「１８０円」を「１９８円」

に、「１９０円」を「２０９円」に、「２４０円」を「２６４円」に、「

２０，０００円」を「２２，０００円」に、「５０円」を「５５円」に改

める。 

 （高島市農林業集落排水処理施設条例の一部改正） 

第３条 高島市農林業集落排水処理施設条例（平成１７年高島市条例第２６

２号）の一部を次のように改正する。 

第１１条中「に消費税および地方消費税率を乗じて加算した合計額」を

削る。 

別表第１上寺地区農業集落排水処理施設の項を削る。 

別表第２中「２，８００円」を「３，０８０円」に、「１６０円」を「

１７６円」に、「１７０円」を「１８７円」に、「１８０円」を「１９８

円」に、「１９０円」を「２０９円」に、「２４０円」を「２６４円」に

、「２０，０００円」を「２２，０００円」に、「５０円」を「５５円」

に改める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第３条の規定による改正後の高島市農林業集落排水処理施設条例の規定

を適用する場合において、上寺地区農業集落排水処理施設に係る令和３年

３月分までの汚水量に基づき徴収する使用料については、改正前の高島市

農林業集落排水処理施設条例を適用するものとする。 

                              


